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お知らせお知らせ
配布しています

ハ ー ト ペ ー ジ２０１９～ 
２ ０ ２ ０ 年 ・ 町 田 市 版

　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０１９～２０２０年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課

（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎７２４・４３６４
国保・後期・介護の

納付済額通知をお送りします
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
２０１９年中に町田市に支払われた保
険税（料）については、１月下旬に納
付済額通知を郵送します。申告書類
作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎７２４・２１２１、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎７２４・２１４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎
７２４・４３６４
関係図書をご覧（縦覧）いただけます
～町田都市計画事業　鶴川駅南土地
区画整理事業の

事 業 計 画
　土地区画整理法第５５条第１項の規
定に基づき、町田都市計画事業鶴川

駅南土地区画整理事業の事業計画の
縦覧を行います。
　利害関係者で同事業計画について
意見がある場合は、東京都知事に意
見書を提出できます。
対利害関係者
縦覧期間・場所１２月３日㈫～１５日
㈰、午前９時～午後５時＝和光大学ポ
プリホール鶴川３階練習室３、１２月
１６日㈪午前９時～午後５時＝地区街
づくり課（市庁舎８階）
意見書の提出１２月３日～３０日（消印
有効）に、直接または郵送で東京都都
市整備局市街地整備部区画整理課

（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、東京都庁第二本庁舎１１階中央、
☎０３・５３２０・５４４４）へ（直接持参の
場合は１２月２７日まで〔土・日曜日を
除く〕）。
問地区街づくり課☎７２４・４２１４

町 田 市 要 約 筆 記 者 
登 録 試 験

　聴覚障がいのある方の情報保障を
援助する要約筆記者の登録試験を実
施します。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２０年４月時点で２０歳以
上で、要約筆記者養成課程修了相当
の方
日２月１６日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、障がい者支援センター、町田ボ
ランティアセンターで配布、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、１２月２０日まで（必着）に
直接または郵送で、障がい福祉課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４８

地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク
　生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
の講師役として社会に役立てたいと
考えている市民の方や団体と、学習
活動のサポートを必要としている市
民団体との橋渡しを行う制度です。
※利用方法や登録講師の情報等の詳
細は、各市民センター等で配布の登
録講師ガイドまたは町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体

【生涯学習ボランティアバンクの登
録講師を募集しています！】
　活動内容について知識、技術、経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
バンクの講師として登録できます。
まずは、ご相談下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
ＦＣ町田ゼルビア

Ｊ２リーグ２０１９シーズン終了
　Ｊ２リーグ２０１９シーズンが終了
し、ＦＣ町田ゼルビアは来季もＪ２リ
ーグを戦場として戦うことが決定し
ました。
　今季は思うような結果を残せませ
んでしたが、この悔しさをバネにゼ
ルビアはＪ１昇格を目指して２０２０シ
ーズンを戦います。ぜひスタジアム
においでいただき、熱い声援で選手
の背中を後押ししていただけますよ
う、引き続き応援よろしくお願いし
ます。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

町田市自然休暇村　せせらぎの里～
６月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※６月２日、９日、１０日、１６日、２４日、
２５日、３０日は利用できません。
大地沢青少年センター～６月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１２月７日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※６月２日、９日、１６日、２３日、３０日は
利用できません。

年末年始は道路工事を控えます
　年末年始の交通渋滞緩和や事故防
止のため、１２月２６日㈭～１月５日㈰
は、市が管理する道路の工事を抑制
します。
　期間中は原則、道路の維持管理作
業、警察が管理する施設の工事、ライ
フライン等の緊急工事以外の工事は
行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、
１２月２１日㈯～２５日㈬の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問道路管理課☎７２４・１１４９

市税に関するお知らせ

軽自動車税の改正
【グリーン化特例の延長】
　３輪以上の軽自動車のうち、一定
の環境性能を有する車両について、
取得（新車新規登録）の翌年度課税分
の種別割税率を軽減するグリーン化
特例が２年間（平成３１年４月１日～令
和３年３月３１日の新車新規登録分）
延長されました（表１参照）。
市HP 軽自動車税　  検索
問市民税課☎７２４・２１１３

法人市民税の改正
【電子申告の義務化】
　令和２年４月１日以降に開始する事
業年度から、大法人（資本金が１億円
超の法人等）が行う法人住民税及び

法人事業税の申告は、電子申告（ｅＬＴ
ＡＸによる提出）が義務化されました。

【法人税割税率の変更】
　市内に事務所や事業所などを有す
る法人は、令和元年１０月１日以降に
開始する事業年度から、法人市民税
の法人税割の税率が変更になりまし
た（表２参照）。

◇
問市民税課☎７２４・３２７９

申告をお願いします
【償却資産（固定資産税）】
　市内で事業を営む法人及び個人の
方は、令和２年１月１日現在所有する
土地・家屋以外の事業用の資産（法人
税、所得税の確定申告で減価償却の
対象となる構築物、機械及び装置、船

舶、航空機、運搬具、工具・器具及び備
品）の申告が義務付けられています。
申告期限１月３１日㈮まで
受付場所資産税課償却資産係（市庁
舎２階）
※各市民センター、木曽山崎連絡所、
各駅前連絡所でも提出できますが、
内容については資産税課へお問い合
わせ下さい。
※対象者には申告書を送付しまし
た。１２月１２日までに届いていない
方や新たに事業を始めた方はお問い
合わせ下さい。
問資産税課☎７２４・２１１９

【事業所税】
対次のいずれかに該当する法人また
は個人の方　①市内の事業所等の床
面積合計が１０００平方メートルを超

表１　グリーン化特例適用税率
種　別 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン軽自動車またはハイブリッド軽自動車

税率（額）A 税率（額）B 税率（額）C
軽3輪 1000円 2000円 3000円

軽4輪
乗用 自家用 2700円 5400円 8100円

営業用 1800円 3500円 5200円

貨物 自家用 1300円 2500円 3800円
営業用 1000円 1900円 2900円

税率（額）A＝平成21年排出ガス基準窒素酸化物10％以上低減または平成30年排出ガス規制適合車
税率（額）B＝乗用：令和2年度(平成32年度)燃費基準+30％達成車、貨物用：平成27年度燃費基準+35％達成車
税率（額）C＝乗用：令和2年度(平成32年度)燃費基準+10％達成車、貨物用：平成27年度燃費基準+15％達成車
※�税率（額）B・Cは、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）または平成30年排出ガス基準50％低
減達成車（★★★★）に限ります。
※燃料基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。

表2　法人市民税（法人税割）の税率
法人等の区分 税　率

変更前 変更後
資本金の額または出資金の額が1億円
を超える法人（相互会社を含む） 12.1% 8.4%

上記以外の法人 9.7% 6.0%

える②市内の事業所等の従業者数合
計が１００人を超える
申告期限法人＝事業年度終了の日か
ら２か月以内、個人＝事業を行った
年の翌年の３月１５日まで
問資産税課☎７２４・２１１８

固定資産税・都市計画税の
お知らせ

【ご存じですか？非課税制度】
　所有している土地をセットバック
して、公共の道路として不特定多数
の方の利用に提供している場合は、
申告により翌年度から非課税となる
場合があります。
　非課税申告書にセットバック部分
の面積が分かる測量図（測量資格を
有する方の作成した図面に限る）を
添えて提出して下さい。現地調査を
行い、非課税の可否を決定します。
※プランターを置いたり、駐車場に
するなど、利用が妨げられている場
合は非課税になりません。
問資産税課☎７２４・２１１６


